
札幌市北３条広場使用承認等事務取扱要綱 

平成２５年１１月１５日 

市民まちづくり局長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、札幌市北３条広場条例（平成２５年条例第３８

号。以下「条例」という。）及び札幌市北３条広場条例施行規則

（平成２５年規則第３９号。以下「規則」という。）の規定に基づ

き、札幌市北３条広場（以下「広場」という。）の使用承認等に係

る事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。 

（申込受付時期） 

第２条 条例第４条第１項の規定による広場の使用申請の受付期間

は、使用日の属する月の６か月前の月の初日（以下「受付開始日」

という。）から使用日の６０日前（以下「受付終了日」という。）ま

での間とする。ただし、受付開始日が札幌市の休日を定める条例

（平成２年条例第２３号）第１条第１項に定める本市の休日に当た

る場合は、その翌日をもって受付開始日とする。また、受付終了日

が札幌市の休日を定める条例第１条第１項に定める本市の休日に当

たる場合は、その翌日をもって受付終了日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、札幌市が主催し、又は共催する事業

で、広場の設置目的に資する事業を行うときは、受付開始日を繰り

上げることができる。 

３ 条例第８条第１項による広場の使用に当たって特別の設備を設

け、又は特殊な物件を搬入する場合の承認に係る申請は、前２項の

規定を準用する。 

４ 第１項から前項までの規定にかかわらず、市長が特に必要がある

と認めた場合は、当該期間外の受付を行うことができる。 

（受付方法） 

第３条 受付は、１２月２９日から翌年の１月３日までの日及び休日



等を除く日の、午前９時から午後５時までの間とする。ただし、市

長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。 

２ 前項に定める受付は、原則として先着順で行うものとする。ただ

し、使用日及び使用場所が重複する申込みがあった場合は、次の事

項を考慮して使用者を決定する。 

（1）広場の設置目的を最大限発揮し、かつ、継続的な利用が見込め

る事業及び催物 

(2) 広場管理者又は道路管理者が主催又は共催する事業及び催物 

(3) 広場全体を利用した大規模な事業及び催物 

(4) その他市長が必要と認めた事業及び催物 

３ 第１項に定める受付は、電話等で仮予約をすることができるもの

とする。この場合、申込後１４日以内に申請書の提出が無い場合

は、仮予約を取り消すものとする。 

（使用承認書の交付） 

第４条 申込みがあった場合は、使用承認申請書を審査し、所定の使

用料を納付させた上で使用承認書を交付する。 

（使用料の減額又は免除） 

第５条 条例第５条第２項における使用料の減額又は免除について、

広場の設置目的に資する事業で次表左欄のいずれかに該当するとき

は、当該右欄に定めるところにより、使用料を減額又は免除するこ

とができる。 

使用の形態又は団体内容等 減額又は免

除の区分 

１ 官公庁が主催又は共催する事業で、市長が特に

必要と認めるもの 

使用料５割

減額 

２ 札幌市が出資している一般社団・財団法人及び

公益社団・財団法人が主催又は共催する事業

で、市長が特に必要と認めるもの 

３ 札幌市が運営補助を行っている団体が主催又は



共催する事業で、市長が特に必要と認めるもの 

４ 札幌市が主催者の一員となり事業補助を行って

いる団体が主催又は共催する事業で、市長が特

に必要と認めるもの 

５ 札幌市が育成・指導する団体が主催又は共催す

る事業で、市長が特に必要と認めるもの 

６ 市民及び主に市民で構成される団体等が主催す

る非営利事業で、市長が特に必要と認めるもの 

７ 広場管理者又は道路管理者が直接主催する事業

で、市長が特に必要と認めるもの 

使用料免除 

８ 広場の指定管理者が主催又は共催する事業で、

市長が特に必要と認めるもの 

２ 前項に規定する場合を除くほか、まちづくり政策局長が公益上特

に必要と認める場合は、使用料の減額又は免除をすることができ

る。 

（使用の取消し又は変更） 

第６条 使用者が広場の使用の取消し又は変更を申し出る場合は、札

幌市北３条広場使用（取消・変更）申請書（様式１。以下「申請

書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請書の提出があった場合は、申請内容を審査のうえ、札幌市北

３条広場使用（取消・変更）承認書（様式２）を交付する。 

（使用料の還付） 

第７条 次の各号のいずれかに該当するときは、収受済の使用料を全

額還付する。 

(1) 天災その他使用の承認を受けた者の責めに帰することのできな

い事由によって使用不能となった場合 

(2) 条例第１０条第５号の規定により使用の承認を取り消した場合 

２ 使用日の３０日前までに使用の承認の取消し又は変更の申出があ

り、これについて相当の事由があると市長が認める場合、取消しに

あっては収受済の使用料の５割を還付し、変更にあっては差引不足



が生じたときはその差額を徴収し、差引剰余が生じたときはその差

額を還付する。 

（還付の事務取扱い） 

第８条 使用料の還付を受けようとする者は、札幌市北３条広場使用

料還付請求書（様式３）を市長に提出しなければならない。 

（後納） 

第９条 規則第２条第３項ただし書の規定に基づく使用料の使用後の

納付（以下「後納」という。）は、官公庁及びこれに準ずる者が使

用する場合について、認めることとする。 

２ 前項の規定により使用料の後納が認められた使用者の都合により

使用承認の取消しがあった場合は、第７条第２項の規定による還付

相当額を除いた差額を直ちに納付させるものとする。 

（使用期間の制限） 

第１０条 規則第５条ただし書の市長が特別の事由があると認める場

合とは、申請者が申請書等を提出する際に、使用期間の制限を超え

て使用する目的及び事由等を明らかにした上で市長の承認を受けた

場合とする。 

（指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い） 

第１１条 条例第１６条第１項の規定により指定管理者に広場の管理

を行わせる場合における第２条から前条までの規定の適用について

は、第２条、第３条、第５条第１項、第６条から第８条まで及び前

条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第４条の規定中

「使用料を納付させた」とあるのは｢利用料金を支払わせた｣と、第

５条及び第７条から第９条までの規定中「使用料」とあるのは「利

用料金」と、第９条第１項の規定中「納付」とあるのは「支払」

と、同条第２項中「納付させる」とあるのは「支払わせる」と、第

６条第１項中「様式１」とあり、同条第２項中「様式２」とあり、

第８条中「様式３」とあるのは「指定管理者が定める様式」とす

る。 

２ 条例第１６条第３項の規定により指定管理者に広場の管理を行わ



せる場合の指定管理者が行う業務範囲について、同項第１号の広場

の維持及び管理における「市長が定めるもの」とは次のとおりとす

る。 

（1）道路管理者が行う業務 

（2）整備事業者が行う業務 

附 則  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



備 考  こ の 様 式 に よ り 難 い と き は 、 こ の 様 式 に 準 じ た 別 の 様 式 を 使 用 す る こ と が

でき る。  

札幌 市北３条 広場使用 （取消・ 変更）申請書

年   月   日   

（宛 先）札幌 市長

〒

住所

氏名

（ 団 体 に あ っ て は 、 団 体 名 及 び 代 表 者 名 ）

電話 番号

下記 のとおり 使用の（ 取消・変 更）の申請をしま す。

記

区分 （取 消前・変 更前） 変更 後（取消 の場合記 入不要）

使用 目的

使用 期間 年  月  日（  ）

～   年  月  日（  ）

年  月  日（  ）

～  年  月  日（  ）

使用 場所

（取 消前・変

更前 ）の理由

（ 具 体 的 に 記 入 し て 下 さ い ）

使用 料          円            円

追納 ※          円 納入 通知番号（№       ）

還付 ※          円 納入 通知番号（№       ）

金融 機関（   銀行    支店 ）

預金 種目（１  普通、 ２  当座 ）

口座 番号

注  ※印の欄 は、記入 しないで ください。  

様式 １



備 考  こ の 様 式 に よ り 難 い と き は 、 こ の 様 式 に 準 じ た 別 の 様 式 を 使 用 す る こ と が

でき る。  

札幌 市北３条 広場使用 （取消・ 変更）承認書

年   月   日   

            様

          札幌市長  印

下記 のとおり 使用の（ 取消・変 更）を承認します 。

記

区  分 （取 消前・変 更前） 変更 後（取消 の場合記 入不要）

使用 目的

使用 期間 年  月  日（  ）

～   年  月  日（  ）

年  月  日（  ）

～   年  月  日（  ）

使用 場所

（取 消前・変

更前 ）の理由

（ 具 体 的 に 記 入 し て 下 さ い ）

使用 料 円 円

追  納          円 納入 通知番号（№       ）

還  付          円 納入 通知番号（№       ）

様式 ２



備 考  こ の 様 式 に よ り 難 い と き は 、 こ の 様 式 に 準 じ た 別 の 様 式 を 使 用 す る こ と が

でき る。  

札幌 市北３条 広場使用 料還付請 求書

年   月   日

（宛 先）札幌 市長

〒

住所

氏名

（ 団 体 に あ っ て は 、 団 体 名 及 び 代 表 者 名 ）

電話 番号

別添 承認書の とおり使 用の（取 消・変更）が承認 されま したので、 下記に よ

り使 用料の還 付を請求 いたしま す。

記

区分 （取 消前・変 更前） 変更 後（取消 の場合記 入不要）

使用 目的

使用 期間 年  月  日（  ）

～   年  月  日（  ）

年  月  日（  ）

～   年  月  日（  ）

使用 場所

（取 消前・変

更前 ）の理由

（ 具 体 的 に 記 入 し て 下 さ い ）

使用 料          円             円

追納 ※          円 納入 通知番号（№       ）

還付 ※          円 納入 通知番号（№       ）

金融 機関（   銀行    支店 ）

預金 種目（１  普通、 ２  当座 ）

口座 番号

注  ※印の欄 は、記入 しないで ください。  

様式 ３


